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人 事 課 

 

議案第８号 

   港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 目  的 

仕事と生活の調和を図りながら業務の状況に応じた効率的な働き方の実現と、民間

労働者に適用される育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（平成３年法律第７６号）の一部改正を踏まえた仕事と育児又は介護の両立

を図るための勤務条件を整備するとともに、子が小学校に就学した後も柔軟な働き方

を選択できるようにするため、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一

部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）職員の申告に基づく４週間以内の変形労働時間制の導入 

   職員（管理職員及び任命権者が別に定める職員）の申告に基づき、４週間を１つ

の単位期間として柔軟に正規の勤務時間を割り振ることや、４週間につき２日以内

で週休日を追加できる変形労働時間制を導入します。 

（２）育児を行う職員の超過勤務の制限に係る対象となる子の範囲の拡大 

   育児を行う職員の超過勤務の制限について、対象となる子の範囲を「３歳に満た

ない子」から「小学校就学の始期に達するまでの子」に拡大します。 

（３）子の看護休暇の名称変更 

   子の看護休暇の請求要件に、①学校の休業②教育又は保育に係る行事への参加を

追加することに伴い、休暇の名称を「子の看護等休暇」に変更します。 

（４）子育て部分休暇の導入 

   小学校就学後の子を養育する職員の仕事と子育ての両立を支援するため、１日の

勤務時間の一部を勤務しないことを認める子育て部分休暇を導入します。 

  ア 対象者 

    満６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から満１２歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある子を養育する職員 

イ 承認時間 

    １日につき２時間を超えない範囲内（勤務しない時間につき給与減額） 

（５）介護の申出があった場合の意向確認等及び勤務環境の整備に関する措置 

ア 介護の申出があった場合の意向確認等 

    ①介護の申出があった職員に対する介護両立支援制度等の周知及び意向確認

の面談実施②職員が満４０歳に達した年度における介護両立支援制度等の周知

③介護の申出を理由とした不利益取扱いの禁止を任命権者に義務付けます。  
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 イ 勤務環境の整備に関する措置 

介護休暇の承認の請求が円滑に行われるようにするため、①研修の実施②相談体

制の整備③その他勤務環境の整備に関する措置（介護休暇の取得事例の提供等）を

任命権者に義務付けます。 

 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和７年４月１日。ただし、（３）については公布の日 

（２）適用 

   暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして 

改正規定（２（１）の申告対象外）を適用します。 

（３）施行前の準備 

２（１）の申告、２（２）及び（４）の請求は、令和７年４月１日前においても

行うことができるものとします。 
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